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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞

用 途 一般用 アパート用 営業用 学校用 病院用 官公署用
工業用

（小口）
工業用
（大口）

基 本 料 金 1,430円 16,000円 3,200円 16,000円 3,200円 3,200円 16,000円 80,000円

基本水量 8m3 100m3 20m3 100m3 20m3 20m3 100m3 500m3

超 過 料 金

区分① 9〜30m3 101〜1000m3 21〜50m3 101〜200m3 21〜50m3 21〜50m3 101〜100m3 501〜5000m3

料金単価① 187円 187円 187円 187円 187円 187円 187円 154円

区分② 31m3〜 1001m3〜 51m3〜 201m3〜 51m3〜 51m3〜 1001m3〜 1001m3〜

料金単価② 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 132円

別添１－２

小国町　　　　　　　　　　事業経営戦略

団 体 名 ： 小国町

事 業 名 ： 水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭和50年12月1日 計 画 給 水 人 口 5800

現 在 給 水 人 口 4256

有 収 水 量 密 度 0.72 

水 源

浄水場設置数 1

配水池設置数 2

施 設 能 力 2800 ㎥／日 施 設 利 用 率 70.7 

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　現在の料金体系は、基本料金と従量料金の２部制となっており、それにメーター使用料を加えて算定している。
　H30.7の針生水源地の供用開始に合わせて、約10％の料金改定を実施し、現在に至る。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平成30年7月1日

法適 （全 部 ・財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

施 設 数 管 路 延 長 60.7 千ｍ

　表流水　, 　ダム　, 　伏流水　, 　地下水　, 　受水　, 　その他

水　　　道

簡易水道



④ 組　織

＜職員数・職種・年齢構成等＞

地域整備課 うち水道業務担当 うち建設技術担当

61歳～

51～60歳

41～50歳

31～40歳

～30歳

合計

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

4

4 1 1

3 2 1

4 2

15 3 4

これまでの主な経営健全化の取組

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な
方策としては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添
付すること。

　別紙経営比較分析表により、類似団体と比較し、主要な指標ごとに評価を行っている。

　水質検査、検針業務、残留塩素測定業務、量水器交換業務等については、業者委託により経費削減を進めている。また、簡易水道事業と共同で委託実
施することにより、事務作業の削減と経費削減を図っている。また、置賜管内の水道事業者にて広域化の検討を進めている。

左図の水道業務担当と建設技術担当で連 携しな

がら、水道、簡易水道、工業用水 道、下水道を担

当している。



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

給水人口の予測

水需要の予測

料金収入の見通し

　給水人口は人口減少と同じく減少傾向が続いており、今後の人口増加は見込まれない。社会保障・人口問題研究所の推計によると、小国町の推計人口
は令和7年から令和17年にかけて約1,300人減少する予測であり、給水人口も同様の割合で減少すると予想しており、令和7年度から令和16年度にかけて約
930人減少するものとしている。
　給水人口を予測するにあたり、人口推移は人口問題研究所の人口予測を採用し、給水人口は、総人口の減少に比例して減少すると予想している。

　配水量及び有収水量について、今後は給水人口の減少と節水機能の向上により徐々に減少していくものと予想される。

　給水人口の減少と給水設備等の節水機能の向上により、今後の料金収入は右肩下がりに減少していくことが想定される。平成30年度の針生水源地の竣
工に伴い、約10％の料金改定を実施済みであるが、今後の施設老朽化への対策のための財源確保のためにも定期的な経営状況の把握に基づいた料金改定
の協議を継続していく必要がある。令和8年と令和13年に料金改定を実施することとし、投資財政計画に反映させている。
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（４）

2025年度 2030年度 2045年度 2050年度 2054年度

技術職員 4 4 3 3 2

事務職員 3 3 2 2 2

合計 7 7 5 5 4

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

組織の見通し

　今後、給水人口と給水収益の減少が見込まれることに加えて、針生水源地等の設備投資に係る償還金のピークに備えて、内部留保資金の確保するた
め、必要最低限の維持管理と効率的な事業執行に努める。
　管路経年化率が高く推移していることから、限られた財源の中で緊急度の高いものから優先的に部分改修を進め、計画的な更新を進める。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別紙のとおり

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標 　必要最小限の更新投資とし、後年度の企業債償還に備えて内部留保資金を確保する。

　安心で安全な給水を将来にわたり持続していくために、現在と同様に、水道業務担当及び建設技術担当と連携して、引き続き業務を遂行していく。
　将来的には給水人口の減少や技術革新により、段階的に人員削減により人件費抑制を図っていく。

　町内の配水管等の老朽化が進行していることから、定期的な漏水調査を進め、全体的な漏水対策を進め、有収率の向上を目指す。
　また、施設や配管等の老朽化が進行していることから、効率的な設備更新を進めるため、給水需要の減少に応じた施設の統廃合や合理化も含めて、全
体最適化となるような設備投資を計画的に進めていく。
　置賜地域で検討している広域化についても、参加できる案件があれば随時参加検討し、費用削減と事務効率化に努める。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標 　収納率向上及び料金改定等を検討し、安定的な財源確保に努め、持続可能な事業展開を目指す。

広 域 化 　置賜地区で水道事業の広域化を検討しており、参加できる取り組みがあれば、率先して採用していく。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

　他市町村の水道事業の動向を注視し、活用によるメリットが見込まれる事業があれば活用を検討していく。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　水道施設台帳システムの整備を予定しており、それに伴いマッピングシステムまで整備されたところで、全
体的なアセットマネジメントの策定を検討していく。
　施設・設備の長寿命化の観点から、設備の耐用年数と老朽化の状態を考慮した上で、計画的に更新を進めて
いく。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　給水需要や施設老朽化などを勘案し、統廃合を検討していく。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　給水需要や施設老朽化などを勘案し、更新時のスペックダウンを検討していく。

そ の 他 の 取 組
　施設・設備の長寿命化の観点から、設備の耐用年数と老朽化の状態を考慮した上で、計画的に更新を進めて
いく。

・給水人口及び給水需要の減少に比例して料金収入も一定割合で減少するものとして作成した。
・大規模な設備更新などは最小限とし、内部留保資金の確保に努める。
・消火栓更新経費については、一般会計から繰入とした。
・財源の確保としては、更新費用等の平準化を図るため、活用が可能な事業については、水道事業債を活用するとともに、必要な時期に料金改定を実施
することを検討する

・委託料に関する事項
　　必要最低限の業務を委託として効率的に発注する。
・修繕費に関する事項
　　限られた予算の中で優先度の高いものから計画的に修繕を行う。
・動力費に関する事項
　　今後も現在と同様に推移するものとした。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

料 金 　今後の経営状況により、令和8年と令和13年に料金改定を検討し、以降定期的な見直しを継続していく。

企 業 債
　建設改良費等の企業債借入については、将来世代の負担が大きくなりすぎないよう、経営状況を確認しなが
ら検討していく。

繰 入 金 　現在と同様に、消火栓設備の更新等の費用について繰入を見込んでいる。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　処分可能な財産については、売却等により事業財源を確保していく。

そ の 他 の 取 組 　収納率向上のため、滞納者への収納対策等の取り組みを継続していく。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　PDCAサイクルを通じて経営戦略の内容を高めるため、策定後５年を目安にその時点までの進捗管理や経営指
標等の見直し、事後検証を行うこととする。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2025 年 度 2026 年 度 2027 年 度 2028 年 度 2029 年 度 2030 年 度 2031 年 度 2032 年 度 2033 年 度

１． (A) 96,162 97,214 114,406 85,983 96,890 95,301 93,197 91,351 89,585 101,029 98,632 96,509
(1) 90,145 95,108 112,196 85,024 95,931 94,343 92,239 90,392 88,626 100,070 97,674 95,550
(2) (B)
(3) 6,017 2,106 2,210 958 958 958 958 958 958 958 958 958

２． 7,716 7,712 7,357 7,202 7,420 7,187 7,013 6,382 6,666 6,784 6,741 6,747
(1)

(2) 7,709 7,709 7,327 7,161 7,390 7,165 6,989 6,356 6,638 6,758 6,715 6,721
(3) 7 3 30 41 30 22 24 27 29 26 25 26

(C) 103,877 104,926 121,763 93,185 104,310 102,488 100,210 97,733 96,251 107,812 105,373 103,256
１． 116,308 114,806 114,851 107,990 108,852 108,978 108,327 108,808 108,485 125,873 131,908 138,735
(1) 14,851 15,600 16,686 14,389 14,435 14,482 14,528 14,575 14,621 14,668 14,715 14,762

6,837 7,082 7,221 6,589 6,900 6,922 6,970 6,987 6,965 6,918 6,993 6,997

8,014 8,518 9,465 7,801 7,536 7,559 7,558 7,587 7,656 7,750 7,722 7,765
手当 4,265 4,641 5,335 4,397 4,248 4,261 4,260 4,277 4,316 4,368 4,352 4,377
福利費 3,749 3,877 4,130 3,404 3,288 3,298 3,298 3,311 3,341 3,382 3,369 3,388

(2) 39,149 37,382 36,392 31,423 31,626 31,840 32,034 32,240 32,450 48,941 49,333 49,734
4,098 3,323 3,480 3,783 3,745 3,716 3,666 3,625 3,586 1,776 1,749 1,727

482 671 805 431 427 423 418 413 408 202 199 197
1,543 1,482 2,100 1,399 1,412 1,424 1,437 1,450 1,463 1,476 1,490 1,503

800
33,025 31,907 29,207 25,810 26,042 26,277 26,513 26,752 26,993 45,486 45,895 46,308

備品費
消耗品費 231 464 242 64 65 66 66 67 67 68 69 69
通信運搬費 762 617 751 888 896 904 912 920 929 937 945 954
光熱費 248 173 240 236 238 241 243 245 247 249 252 254
公課 38 38 38 40 40 40 41 41 41 42 42 42
その他 31,746 30,614 27,936 24,582 24,803 25,026 25,252 25,479 25,708 44,190 44,587 44,989

(3) 62,308 61,824 61,773 62,178 62,791 62,656 61,765 61,993 61,413 62,265 67,860 74,239
２． 10,086 9,810 9,681 9,199 9,084 8,961 8,824 8,683 8,536 8,773 9,187 9,588
(1) 10,086 9,805 9,671 9,195 9,080 8,957 8,820 8,679 8,532 8,769 9,183 9,584
(2) 5 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(D) 126,394 124,616 124,532 117,190 117,936 117,938 117,151 117,490 117,021 134,646 141,096 148,324
(E) △ 22,516 △ 19,690 △ 2,769 △ 24,005 △ 13,626 △ 15,450 △ 16,941 △ 19,757 △ 20,770 △ 26,834 △ 35,723 △ 45,068
(F) 2
(G) 6 25 2
(H) △ 6 △ 25

△ 22,522 △ 19,715 △ 2,769 △ 24,005 △ 13,626 △ 15,450 △ 16,941 △ 19,757 △ 20,770 △ 26,834 △ 35,723 △ 45,068
(I) 345,627 325,912 323,143 299,138 285,512 270,062 253,121 233,364 212,594 185,760 150,037 104,969
(J) 558,702 547,714 547,714 517,640 490,382 460,349 427,709 392,711 370,660 339,569 303,987 264,173

5,662 5,636 14,258 6,128 6,914 6,800 6,648 6,515 6,388 7,212 7,040 6,887
(K) 58,677 57,563 57,563 58,790 59,831 60,232 60,638 59,332 59,406 60,654 61,917 61,486

42,889 43,963 43,963 45,190 46,231 46,632 47,038 45,732 45,805 47,054 48,316 47,885

6,492 9,384 6,671 5,911 5,943 5,977 6,008 6,040 6,074 8,207 8,264 8,322
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 96,162 97,214 114,406 85,983 96,890 95,301 93,197 91,351 89,585 101,029 98,632 96,509

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
薬 品 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

本年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 359.42 335.25 282.45 347.90 294.68 283.38 271.60 255.46 237.31 183.87 152.12 108.77

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2025 年 度 2026 年 度 2027 年 度 2028 年 度 2029 年 度 2030 年 度 2031 年 度 2032 年 度 2033 年 度 2034 年 度

１． 14,800 16,500 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 70,000 90,000 90,000 90,000

２．

３．

４．

５．

６． 14,190 14,190 14,190 14,190 14,190 2,420

７．

８．

９．

(A) 14,800 16,500 42,490 42,490 42,490 42,490 42,490 72,420 90,000 90,000 90,000

(B)

(C) 14,800 16,500 42,490 42,490 42,490 42,490 42,490 72,420 90,000 90,000 90,000

１． 15,433 20,680 53,570 57,421 57,421 57,421 57,421 88,423 114,422 114,411 114,411

２． 23,794 42,889 43,964 44,341 45,190 46,231 46,632 47,038 45,732 45,805 47,054 48,316 47,885

３．

４．

５．

(D) 23,794 58,322 64,644 97,911 102,611 103,652 104,053 104,459 134,155 160,227 161,465 162,727 47,885

(E) 23,794 43,522 48,144 55,421 60,121 61,162 61,563 61,969 61,735 70,227 71,465 72,727 47,885

１． 23,794 43,522 48,144 55,017 55,400 55,491 54,776 55,638 54,776 55,507 61,145 67,518 47,885

２．

３．

４． 404 4,720 5,671 6,787 6,331 6,959 14,720 10,320 5,210

(F) 23,794 43,522 48,144 55,421 60,121 61,162 61,563 61,969 61,735 70,227 71,465 72,727 47,885

(G)

(H) 42,889 43,963 43,963 45,190 46,231 46,632 47,038 45,732 45,805 47,054 48,316 47,885 50,334

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2025 年 度 2026 年 度 2027 年 度 2028 年 度 2029 年 度 2030 年 度 2031 年 度 2032 年 度 2033 年 度 2034 年 度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

本年度

補

塡

財

源

本年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



布設年月日 昭 和 50 年 12 月 1 日

給水人口 4059人

計算期間
自 令 和 7 年 4 月
至 令 和 12 年 3 月

（　5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

95,108 91,586 91,586

0 0 0

6,017 958 958

101,124 92,544 0 92,544

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 2,824 2,688 2,688

諸 手 当 1,782 1,432 1,432

福 利 費 1,335 1,073 1,073

805 422 422

3,480 3,707 3,707

2,100 1,424 1,424

61,773 62,277 7,012 55,264

17,964 16,012 16,012

92,063 89,036 7,012 82,023

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0 0 0 0

原価計算表

収　　入　　の　　部
金　　　　　　　　額

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部
金　　　　　　　　額

電 力 費

修 繕 費

用 水 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

浄 水 用 薬 品 費

電 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

電 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

項 目

料 金 (X)

項 目

人
　
件
　
費

給 料

人
　
件
　
費

人
　
件
　
費

取
水
・
貯
水
及
び
導
水
費

浄
水
及
び
送
水
費

配
　
　
　
水
　
　
　
費



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

支　　出　　の　　部
金　　　　　　　　額

項 目

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0 0 0 0

給 料 4,397 4,185 4,185

諸 手 当 3,553 2,856 2,856

福 利 費 2,795 2,247 2,247

0 0 0

62 66 66

475 904 904

0 241 241

0 1,424 1,424

0 40 40

9,671 8,946 8,946

0 0 0

11,519 10,267 10,267

32,471 31,176 0 31,176

124,534 120,212 7,012 113,200

113,200

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.81

＜料金水準についての説明＞

材 料 費

そ の 他

小 計

備 品 費

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

光 熱 費

修 繕 費

公 課

支 払 利 息

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

　料金改定について、５年に１度実施することとして検討し、料金水準を検証していく。
　純損失が見込まれることから、資金確保を目指しながら、財務の健全性を確保していく。
　資産維持費については、赤字につき算定することができないため、計上していない。

給
水
装
置
工
事
費

人
　
件
　
費

人
　
件
　
費

一
　
般
　
管
　
理
　
費

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」
（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載す
ること。



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

山形県　小国町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2)

法適用 水道事業 末端給水事業 A9 非設置 7,399 737.56 10.03 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) －

- 48.73 62.81 3,762 4,587 6.92 662.86 【】

経営比較分析表（令和5年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

（収益の分析）
　①経常収支比率は減価償却費の高止まりもあり
平均値を下回っており、令和元年度決算から減少
傾向～横ばいとなっている。料金回収率も前年よ
りやや減少し類似団体とほぼ同じとなっている。
経常収支の改善に向けて、今後より一層の経営改
善が必要となる。有収率も低いことから、漏水量
削減のためにも計画的な管路更新が求められる。

（企業債残高）
　現在稼働している針生水源池等への設備投資に
より、④企業債残高が大きく平均値を上回ってい
る。水道ビジョンに基づき令和７年度から重要配
水管の更新を進め、その財源い補助事業と企業債
を見込むため、今後も企業債残高が増加するが、
老朽化対策も急務となる。

（施設利用率分析）
　給水人口はやや減少しているが、⑦施設利用率
は継続して平均値を上回っており、現状の設備を
有効に活用できている。

（経営の健全化、効率性の分析）
　累積欠損金はないが、設備投資や改修経費等に
より⑥給水原価が増加傾向にある。合わせて、企
業債残高が高く、持続可能な経営を推進するため
には、定期的に料金改定を実施しながら、経費削
減を追求した効率的な事業経営が求められる。

　管路更新よりも新水源池及び配水池等の整備を
優先してきたため、老朽化した③管路更新率が上
がらず、平均値を大きく越えて老朽管路の更新が
進まないことが課題となっている。令和４年のア
セットマネジメント策定、令和５年度の水道ビ
ジョン策定により、今後の財政収支試算をしてお
り、公共施設や避難所等の重要施設への給水管を
優先しながら継続して管路更新を進め、②管路経
年化率の減少させて安定給水の継続を目指す。

　直近の５年は、設備投資に伴う企業債残高及び
減価償却費の増加が顕著となり、経営へ大きな影
響を与えている。
　５期連続で決算にて純損失を計上しているた
め、経常経費の削減と料金改定を見込んだ給水収
益の確保を合せて経営改善に取り組むことが求め
られる。令和２年度に策定した経営戦略の見直し
を含め、今後の中長期的な財政計画を調整し、老
朽化対策と資金確保を課題として事業を進めてい
かなければならない。


